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判定２０１４－６０００５５

台湾、台北、シー・リン ディストリクト、セクション ４、ヤン・ミン・ブ
ルーバード、レーン １６０、ナンバー５
請求人 ウォール、コーベット

東京都港区赤坂８丁目６番２７号 スカイプラザ赤坂３１１号室
代理人弁護士 野村 吉太郎

東京都港区六本木６丁目１０番１号 六本木ヒルズ森タワー 私書箱２２号
被請求人 グーグル 株式会社（Ｇｏｏｇｌｅ Ｊａｐａｎ

Ｉｎｃ．）

東京都千代田区丸の内１－６－５ 丸の内北口ビル２１階 大野総合法律事務所
代理人弁護士 大野 聖二

東京都千代田区丸の内１－６－５丸の内北口ビル２１階 大野総合法律事務所
代理人弁護士 小林 英了

東京都千代田区丸の内１－６－５ 丸の内北口ビル２１階 大野総合法律事務所
代理人弁護士 木村 広行

　上記当事者間の特許第５０３３７５６号の判定請求事件について，次のと
おり判定する。

結　論
　（イ）号図面及びその説明書に示す「実時間対話型コンテンツを無線交信
ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」は，
特許第５０３３７５６号発明の技術的範囲に属しない。

理　由
第１　請求の趣旨と手続の経緯
　本件判定請求の趣旨は，平成２７年１１月１８日付けの判定請求書の「５
　請求の趣旨」の欄，「６　請求の理由」の「（３）特許第５０３３７５６
号発明の説明」の項，及び，平成２７年５月１日付けの「審尋に対する回答
書」の「４　回答の内容」の４－１の項によれば，イ号物件説明書に示す
「ハングアウトがプリインストールされたＮｅｘｕｓ９」（タブレット型コ
ンピュータ）（以下「イ号物件」という。）は，特許第５０３３７５６号の
請求項１に係る特許発明（以下，「本件特許発明」という。）の技術的範囲
に属する，との判定を求めるものである。

　また，本件に係る手続の経緯は，以下のとおりである。
　平成２０年１０月１５日　本件特許に係る特許出願（分割出願）
　平成２４年　６月　５日　特許査定
　平成２４年　７月　６日　本件特許登録
　平成２６年１１月１８日　本件判定請求
　平成２７年　２月１２日　審尋
　平成２７年　５月　１日　審尋に対する回答書（請求人）
　平成２７年　７月１６日　答弁書（被請求人）

第２　本件特許発明
　本件特許発明は，特許明細書の記載からみて，特許請求の範囲の請求項１



に記載された以下のとおりのものである。（「Ａ」から「Ｆ」の符号は，分
説のために請求人が付した記号であるが，便宜上そのままこれを利用す
る。）

「Ａ　ハンドヘルド装置であって，
　操作者へ出力を提示する可視的ラスター・ディスプレイを含む少なくとも
一つの出力デバイスと，
　操作者から入力を受けるスイッチ配列を含む少なくとも一つの入力デバイ
スと，
　無線トランスミッタと，
　前記少なくとも１つの出力デバイス，前記少なくとも１つの入力デバイス
及び前記無線トランスミッタの動作を制御する処理回路と，
Ｂ　前記処理回路で実行可能なプログラムとを備え，
　そのプログラムは，前記ハンドヘルド装置を操作者が操作する際に，操作
者を支援するように，その操作に関する情報を前記可視的ラスター・ディス
プレイを通じて表示させ，
Ｃ　前記出力デバイスを通じて操作者へ，
（ａ）前記ハンドヘルド装置から空間的に離間した遠隔サーバー又は（ｂ）
取り外し可能なメモリ・デバイスから与えられる第１のコンテンツの表現を
提示させ，
Ｄ　操作者により決定された関係に従って第１のコンテンツの提示に時間的
に重なる第２のコンテンツと，少なくとも単独の受信者の識別子とを前記入
力デバイスを通じて操作者から受け取らせ，
Ｅ　前記無線トランスミッタを通じて，前記ハンドヘルド装置から空間的に
離間した遠隔サーバーに対して第２のコンテンツの表現と少なくとも単独の
受信者の識別子とを送ると共に，
Ｆ　この遠隔サーバーが，前記操作者により決定された前記関係を保って配
置された第１のコンテンツ及び第２のコンテンツを表す更なる表現を前記少
なくとも単独の受信者が受信するように，前記更なる表現を送信させるよう
に構成されているハンドヘルド装置。」

第３　イ号物件
　イ号物件説明書に示された「ハングアウトがプリインストールされた
Ｎｅｘｕｓ９」（タブレット型コンピュータ）は，以下のとおりである。
（［注意］　表記上の理由で，以下のｂにおいて，ハングアウトのアイコ
ン，マイクのアイコン及び受話器のアイコンを，それぞれ「○」，「△」及
び「□」と表記した。）

「ａ　Ｎｅｘｕｓは，
　ｉ　その大きさは高さ２００～２６３．９ミリメートル，幅
１１４～１７７．６ミリメートル，厚さ７．９５～８．９ミリメートル及び
重さは１３０～１４５グラムであり，手にとって使用することが念頭に置か
れたハンドヘルド装置であって，
　ｉｉ　出力デバイスであるディスプレイ，スピーカと，
　ｉｉｉ　入力デバイスであるディスプレイ兼タッチパネル，マイク，ビデ
オカメラ等と，
　ｉｖ　ＷｉＦｉ及び／または３Ｇ回線／あるいはＬＴＥ回線等の利用を可
能とする無線チップ（無線トランスミッタ）と，
　ｖ　（これら出力デバイス，前記入力デバイス及び前記無線トランスミッ
タの動作を制御する）
　　　Ｑｕａｌｃｏｍｍ　Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ　Ｓ４ｐｒｏ等と呼ばれる
ＣＰＵ（処理回路）を含むものである。
ｂ　ハングアウトが予めインストールされているＧａｌａｘｙ　Ｎｅｘｕｓ
のディスプレイ上に，例えば○というアイコンで表示され，このアイコンを
指で触れて選択すると，ハングアウトが起動する。△のアイコンに触れる
と，マイクのオン・オフが切り替えられるようになっている。また，□とい
うアイコンに指で触れるとハングアウトを終了させる。これらは，当該アイ
コンが操作ガイドの役割を果たしていることを示している。
ｃ　Ｎｅｘｕｓのディスプレイやスピーカを通じてアキラ（操作者）へ，
（ａ）Ｎｅｘｕｓから空間的に離間した遠隔サーバーであるＧｏｏｇｌｅ
サーバーから与えられる，動画コンテンツがディスプレイに表示されたり，



音楽コンテンツがスピーカから聞こえる。
例えば，ハングアウトでアキラ(操作者)が保持するＮｅｘｕｓのディスプレ
イにＧｏｏｇｌｅサーバー経由でマリ（受信者）の顔と体の動き（動画）が
表示され，スピーカからマリの掛け声，マリのボーカルが聞こえることに
よって表示（第１のコンテンツの表現の提示）がされる
ｄ　例えば，アキラ（操作者）が，（Ｎｅｘｕｓから聞こえる）マリの身振
り手振りの動画及びボーカル（第１のコンテンツ）を聞きながら（第１のコ
ンテンツの提示）それに合わせて（操作者により決定された時間的関係に
従って），（第１のコンテンツの提示に対してインタラクティブに）ギター
を弾いてＮｅｘｕｓに音楽や動画をマイク及びビデオカメラに入力する(入
力デバイスを通じて）とともに，受信者（マリ）のＧｏｏｇｌｅアカウント
のような当該受信者を特定する識別情報とを（受信者に届くように）与える
ｅ　（そのＮｅｘｕｓは）無線チップ経由で（前記無線トランスミッタを通
じて），「Ｇａｌａｘｙ　ＮｅｘｕｓからＧｏｏｇｌｅサーバーに対して，
第２のコンテンツの表現（アキラのギター音楽ないし動画メッセージ）及
び，その音楽や動画を共有する相手方であるマリやケンの相手先情報（グー
グルアカウント名という識別子によって特定）を送るとともに
ｆ　例えば，Ｎｅｘｕｓ及びハングアウトを使用してアキラがＮｅｘｕｓの
ディスプレーやスピーカから聞こえるマリの掛け声やボーカル（第１のコン
テンツの表現・メッセージ）に合わせて（操作者により調整された時間的関
係）ギターを弾きその音楽（第２のコンテンツ）をＮｅｘｕｓのマイクやビ
デオカメラを通じて入力し，時間のタイミングを保ったままの，マリのボー
カルメッセージとアキラのギターメッセージ（第１のコンテンツ及び第２の
コンテンツのメッセージ並びに操作者により調整された時間的関係の指標）
がケン（受信者）にＧｏｏｇｌｅサーバー（遠隔サーバー）を通じて送られ
るように，アキラのＮｅｘｕｓ及びハングアウトが当該メッセージを
Ｇｏｏｇｌｅサーバーに送信するＮｅｘｕｓ。
また，アキラ（Ｎｅｘｕｓ及びハングアウトを使用）とマリ（Ｇｏｏｇｌｅ
サーバーから与えられるＹｏｕＴｕｂｅの動画（例えばミュージックビデ
オ）を共有し，アキラとマリがその動画を見ながら，ミュージックビデオの
音楽に合わせてアキラがギター，マリはボーカルをそれぞれ演奏し，ミュー
ジックビデオ及びお互いに相手の状況を視聴覚する場合も同様に本発明を実
施している。」

　「審尋に対する回答書」の「４　回答の内容」の「４－１」の項によれ
ば，イ号物件説明書第４ページの「Ｇａｌａｘｙ　Ｎｅｘｕｓ」とあるのは
「Ｎｅｘｕｓ」の誤記であるとのことであるから，そのように読み替える。
なお，イ号物件説明書第８ページの「Ｇａｌａｘｙ　Ｎｅｘｕｓ」も同様に
誤記と解されるため，同様に読み替える。
　上記「第１　請求の趣旨と手続の経緯」の欄で述べたように，本件判定請
求の趣旨は，「ハングアウトがプリインストールされたＮｅｘｕｓ９」（タ
ブレット型コンピュータ）（以下「イ号物件」という。）は，特許第
５０３３７５６号の請求項１に係る特許発明（以下，「本件特許発明」とい
う。）の技術的範囲に属する，との判定を求めるものである。
　よって，上記イ号物件説明書の上記記載において，「Ｎｅｘｕｓ」は，
「Ｎｅｘｕｓ９」に読み替えるとともに，請求の理由に記載の
「Ｎｅｘｕｓ」も，「Ｎｅｘｕｓ９」に読み替える。
　そうすると，証拠として挙げられている甲第２の１号証，甲第２の２号証
及び甲第７号証（「Ｎｅｘｕｓ７」に関するもの。），甲第４号証及び甲第
９号証（「Ｎｅｘｕｓ１０」に関するもの。），並びに，甲第１６号証
（「Ｇａｌａｘｙ　Ｎｅｘｕｓ」に関するもの。）は証拠として採用しな
い。すると，イ号物件説明書の上記記載のａのｉにおいて，大きさに関する
事項は，「Ｎｅｘｕｓ９」について記載された甲第３号証に依拠して，「高
さ２２８．２５ミリメートル，幅１５３．６８ミリメートル，厚さ７．９５
ミリメートル及び重さは４２５グラム又は４３６グラム」に置き替えられ
る。また，イ号物件説明書の上記記載のａのｖにおいて，プロセッサに関す
る事項のうち「Ｑｕａｌｃｏｍｍ　Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ　Ｓ４ｐｒｏ等」
は，「Ｎｅｘｕｓ９」について記載された甲第３号証に依拠して，
「ＮＶＩＤＩＡ　Ｔｅｇｒａ　Ｋ１　Ｄｕａｌ　Ｄｅｎｖｅｒ」に置き替え
られる。
　さらに，「審尋に対する回答書」の「４　回答の内容」の「４－２」の



（い）の項によれば，イ号物件説明書の第９ないし１０ページに記載のｆの
ＹｏｕＴｕｂｅに関連した構成は，判定の対象にしなくてもよいとのことで
あるが，前記ｆのうち，ＹｏｕＴｕｂｅに関連した部分は，イ号物件説明書
の第１０ページの「また，アキラ（Ｎｅｘｕｓ及びハングアウトを使用）と
マリが…」以降の部分であると認めるので，この部分は，判定の対象から除
かれる。

　さらに，イ号物件説明書においてｃ乃至ｆに記載された，アキラ，マリ，
ケン間のビデオ通話の事例は，「操作者がハンドヘルド装置を操作する事例
については，例えば，次のようなシチュエーションが考えられる（以下同様
の事例を想定する）。」（第４ページ脚注１３）と記載されているとおり，
仮想事例であり，具体的な証拠に基づくものではないので，対比及び判断の
対象とはしない。
　しかしながら，「ハングアウト」に関して，甲第１０号証には，「概要」
の項に，「Ｇｏｏｇｌｅドライブと連携して，離れたところにいる人と画面
共有・共同作業を行うこともできるようになっている。」と記載され，同じ
く「ハングアウト」に関する甲第１４号証には，第０１ページの
「Ｃａｓｅ１　遠く離れたあの人といつでも会話」の項に「Ｇｏｏｇｌｅ＋
の「ハングアウト」は，インターネットを利用した無料のビデオチャット
サービスです。（…中略…）また，最大１０人までの当時参加も可能で，家
族や友だち同士の１対１の会話から，学校のサークル活動，ビジネスにおけ
るミーティングまで活用できるのが大きな特長です。」と記載され，第０２
ページには，「Ｃａｓｅ２　高品質なビデオ会議システムとして活用」と記
載され，同じく「ハングアウト」に関する甲第１５号証には，第１／３ペー
ジに「ビデオ通話する：ハングアウトの「ビデオハングアウト」機能を使用
すると，お互いの顔を見ながら最大１０人で会話ができます。特定の友だち
やサークルを招待するのも簡単です。」と記載されており，これらの記載か
ら，「ハングアウト」は，複数の者の間で互いの顔画像を見ながら会話（会
議等を含む。）を行う機能を有したアプリケーションであると認められる。
よって，当該「ハングアウト」がプリインストールされた「Ｎｅｘｕｓ９」
は，複数の者の間で互いの顔画像を見ながら会話（会議等を含む。）を行う
機能を有していると認められる。
　また，「ハングアウト」の通信方式に関する甲第１１号証の「バッキー　
２月１９日」の欄には，複数のクライアント端末が，Ｇｏｏｇｌｅのサー
バー（Ｇｏｏｇｌｅサーバー）を介して通信を行うことが記載されている。
そうすると，「ハングアウト」がプリインストールされた複数の
「Ｎｅｘｕｓ９」の間の通信は，Ｇｏｏｇｌｅサーバーを介してなされるも
のと認められる。そうすると，「ハングアウトがプリインストールされた
Ｎｅｘｕｓ９」は，出力デバイスを通じて参加者（操作者）
へ，Ｇｏｏｇｌｅサーバーから受信したコンテンツを提示する機能を有して
いる。
　また，「ハングアウト」に関する甲第１４号証の第１０－１１ページに
は，ハングアウトを開始するにあたり，メニューを表示し（「１　メニュー
を表示する」），メニューから［ハングアウト］をタップし（「２　ハング
アウトの画面を表示する」），招待したいユーザーの名前を入力するかプロ
フィール写真をタップすることによりユーザーを招待して，［ハングアウト
開始］をタップし（「３　ユーザーを招待する」），招待したユーザーがハ
ングアウトに参加するまで待ち（「４　参加するのを待つ」），招待した
ユーザーが参加するとハングアウトが開始される（「５　ハングアウトが開
始される」）こと，及び，ユーザーがハングアウトに招待されると，当該
ユーザーに通知が届き，通知をタップすると，Ｇｏｏｇｌｅ＋のアプリが起
動し，［ハングアウトに参加］をタップすると招待されたハングアウトに参
加できる（「招待されたハングアウトに参加する」）ことが記載されてい
る。
　ここで，「ハングアウト」に招待されたユーザーと招待したユーザーとの
間ではコンテンツの送受信が可能となることは自明であるから，「ハングア
ウト」に招待されたユーザーは，招待したユーザーが入力するコンテンツの
受信者であることを想定している。そして，「招待したいユーザーの名前」
又は「プロフィール写真」に対応する情報は，コンテンツの受信者を特定す
る識別情報として機能していることが明らかである。そうすると，「ハング
アウトがプリインストールされたＮｅｘｕｓ９」は，「招待したいユーザの



名前」を入力すること，又は，「プロフィール写真」をタップすることによ
り，受信者を特定する識別情報を入力デバイスを通じて参加者（操作者）に
入力させる機能を有している。
　また，「ハングアウト」に関して，甲第１０号証には，「概要」の項に，
「Ｇｏｏｇｌｅドライブと連携して，離れたところにいる人と画面共有・共
同作業を行うこともできるようになっている。」と記載されているように，
「ハングアウト」は，複数の者による共同作業を支援し得るものである。こ
こで，「共同作業」には，合唱，合奏，ダンスのように，コンテンツ間の時
間的な関係が重要な作業が含まれるから，「ハングアウト」の利用形態に
は，当該「共同作業」の内容に応じ，一の参加者が，他の参加者から受信し
たコンテンツに対して自身が決定した時間的に重なる関係を有するように他
のコンテンツを入力することが含まれる。そうすると，「ハングアウトがプ
リインストールされたＮｅｘｕｓ９」は，参加者（操作者）により決定され
た時間的関係に従って受信したコンテンツに時間的に重なる他のコンテンツ
を参加者（操作者）に入力させる機能を有している。
　また，「ハングアウト」に関する前記甲第１４号証の記載においては，招
待したいユーザーの名前を入力するかプロフィール写真をタップすることに
よりユーザーを招待して，［ハングアウト開始］をタップし（「３　ユー
ザーを招待する」）た後，招待したユーザーがハングアウトに参加するまで
待つ（「４　参加するのを待つ」）ことになる。また，前記甲第１１号証の
記載から，受信者を特定する識別情報がＧｏｏｇｌｅサーバーに送信さ
れ，Ｇｏｏｇｌｅサーバーが，招待されたユーザーに対して当該ユーザーが
招待された旨の情報を送信していることは自明である。また，イ号物件説明
書のａのｖを考慮すれば，受信者を特定する識別情報が，「無線トランス
ミッタ」を通じて送信されることは自明である。そうすると，「ハングアウ
トがプリインストールされたＮｅｘｕｓ９」は，「無線トランスミッタ」を
通じて，Ｇｏｏｇｌｅサーバーに受信者を特定する識別情報を送信する機能
を有している。
　また，「ハングアウト」に関する前記甲第１４号証の記載においては，招
待されたユーザーが参加した後は，ハングアウトが開始され，招待したユー
ザーは，コンテンツを入力し，招待されたユーザーに当該コンテンツが送信
されることが示されている。また，前記甲第１１号証の記載から，当該コン
テンツが，直接的にはＧｏｏｇｌｅサーバーに対して送信されることは自明
である。さらに，イ号物件説明書のａのｖを考慮すれば，コンテンツが，
「無線トランスミッタ」を通じて送信されることは自明である。そうする
と，「ハングアウトがプリインストールされたＮｅｘｕｓ９」は，「無線ト
ランスミッタ」を通じてＧｏｏｇｌｅサーバーにコンテンツを送信する機能
を有している。
　前述のように，「ハングアウト」は，複数の者の間で互いの顔画像を見な
がら会話（会議等を含む。）を行う機能を有したアプリケーションであり，
互いの顔画像を見ながら会話が成立するためには，会話に参加している各参
加者の顔画像及び音声が，相互に送受信されるものと解される。そうする
と，一の参加者からＧｏｏｇｌｅサーバーに送信されたコンテンツ
は，Ｇｏｏｇｌｅサーバーにより，そのまま他の参加者に送信されるものと
認められる。ここで，Ｇｏｏｇｌｅサーバーによる送信は，Ｇｏｏｇｌｅ
サーバーの機能であって，Ｎｅｘｕｓ９又はＮｅｘｕｓ９にプリインストー
ルされている「ハングアウト」の機能ではない。
　また，処理回路であるプロセッサ（ＣＰＵ）が，ＯＳ及びアプリケーショ
ンを実行することにより入出力デバイス及び通信機能を制御しつつ所望の機
能を実現すること，すなわち，ＯＳ及びアプリケーションである「ハングア
ウト」が，処理回路に対し，入出力デバイス及び通信機能を制御させること
は自明である。
　そうすると，イ号物件説明書のｂは，前記ＯＳ及びアプリケーションであ
る「ハングアウト」が，「Ｎｅｘｕｓ９を操作者参加者が操作する際に，操
作者を支援する各種のアイコンを出力デバイスを通じて表示させ」るものと
置き換えられる。
　また，Ｎｅｘｕｓ９に関する甲第３号証の１／３ページには，「画面」の
仕様として「８．９インチＩＰＳ　ＬＣＤ　ＴＦＴ」を用いること，すなわ
ち，ＩＰＳ方式の液晶パネルを用いることが記載されているから，イ号物件
説明書のａのｉｉ及びｉｉｉにおける「ディスプレイ」は，「液晶パネル」
に置き換えられる。



　以上より，イ号物件説明書及び各甲号証に記載された事項から，当審は，
イ号物件である「ハングアウトがプリインストールされたＮｅｘｕｓ９」
（タブレット型コンピュータ）を，以下のとおりのものと認定する。

「ａ　Ｎｅｘｕｓ９は，
　ｉ　その大きさは高さ２２８．２５ミリメートル，幅１５３．６８ミリ
メートル，厚さ７．９５ミリメートル及び重さは４２５グラム又は４３６グ
ラムであり，手にとって使用することが念頭に置かれたハンドヘルド装置で
あって，
　ｉｉ　出力デバイスである液晶パネル，スピーカと，
　ｉｉｉ　入力デバイスである液晶パネル兼タッチパネル，マイク，ビデオ
カメラ等と，
　ｉｖ　ＷｉＦｉ及び／または３Ｇ回線／あるいはＬＴＥ回線等の利用を可
能とする無線チップ（無線トランスミッタ）と，
　ｖ　（これら出力デバイス，前記入力デバイス及び前記無線トランスミッ
タの動作を制御する）
　　　ＮＶＩＤＩＡ　Ｔｅｇｒａ　Ｋ１　Ｄｕａｌ　Ｄｅｎｖｅｒと呼ばれ
るＣＰＵ（処理回路）と，
ｂ　ＣＰＵで実行可能なＯＳ及びアプリケーション「ハングアウト」とを備
え，
　当該ＯＳ及びアプリケーション「ハングアウト」は，Ｎｅｘｕｓ９を操作
者が操作する際に，操作者を支援する各種のアイコンを出力デバイスを通じ
て表示させ，
ｃ　前記出力デバイスを通じて操作者へ，Ｇｏｏｇｌｅサーバーから受信し
たコンテンツを提示させ，
ｄ　操作者により決定された関係に従って前記コンテンツの提示に時間的に
重なる他のコンテンツを前記入力デバイスを通じて操作者に入力させ，
ｄ’　受信者を特定する識別情報を前記入力デバイスを通じて操作者に入力
させ，
ｅ　前記無線トランスミッタを通じて，Ｎｅｘｕｓ９からＧｏｏｇｌｅサー
バーに前記他のコンテンツを送信させ，
ｅ’　前記無線トランスミッタを通じて，Ｎｅｘｕｓ９からＧｏｏｇｌｅ
サーバーに前記受信者を特定する識別情報を送信させるように構成されてい
るＮｅｘｕｓ９。」

第４　当事者の主張
１　請求人の主張
　請求人は，「別紙イ号物件説明書に示すとおり，イ号物件である「ハング
アウトがプリインストールされたＮｅｘｕｓ９」（タブレット型コンピュー
タ）は，特許第５０３３７５６号発明（以下「本件特許発明」という。）に
規定するハンドヘルド装置の構成物件をすべて含むから，「ハングアウトが
プリインストールされたＮｅｘｕｓ」は，本特許発明の技術的範囲に属す
る。」（判定請求書第３ページ第２６行～第４ページ第３行）と主張してい
る。
　
２　被請求人の主張
　被請求人は，答弁書にて，概略以下の主張をしている。

（１）請求人は，イ号物件説明書において，アキラ，マリ，ケン間のビデオ
通話の事例を挙げて説明を試みているが，イ号物件説明書に「操作者がハン
ドヘルド装置を操作する事例については，例えば，次のようなシチュエー
ションが考えられる（以下同様の事例を想定する）。」（第４ページ脚注
１３）と記載されているとおり，アキラ，マリ，ケン間のビデオ通話の事例
は仮想事例であり，しかも具体的な証拠に基づくものではなく，立証として
不十分である。（答弁書第３ページ第６－１１行）

（２）受信者の識別子を入力することはない（構成要件Ｄ）（答弁書第３
ページ第１６行－第４ページ第１９行）
　本件発明の構成要件Ｄは，「操作者により決定された関係に従って第１の
コンテンツの提示に時間的に重なる第２のコンテンツと，少なくとも単独の



受信者の識別子とを前記入力デバイスを通じて操作者から受け取らせ，」と
規定されている。
　ここで，構成要件Ａでは，「操作者から入力を受けるスイッチ配列を含む
少なくとも一つの入力デバイス」と規定されていることから，当該構成要件
Ｄは，操作者から入力を受ける入力デバイスを通じて，受信者の識別子が入
力されることを規定しているものと理解される。
　また，構成要件Ｅ及びＦにおいて，「遠隔サーバー」と「受信者」を区別
して規定していることからすれば，本件発明の「受信者」は「遠隔サー
バー」と異なる主体であると理解される。
　しかしながら，ハングアウトでのビデオ会議において，イ号物件で入力さ
れるのは操作者の画像／音声のみであって，受信者を示す情報（識別子）は
入力されない。このことは，請求人が提出した甲１６号証の動画のいずれに
も，第２のコンテンツ（画像／音声）が入力される際に，操作者が入力デバ
イスを通じて受作者の情報を入力していないことからも明らかである。
　仮に，ハングアウトでのビデオ会議において，コンテンツ（画像／音声）
とともに当該コンテンツの受信者の情報を入力する必要がある場合，操作者
において当該コンテンツの受信者の情報を入力するのにー定の時間が必要と
なり，会話を行う度に大幅なタイムラグが生じてしまうため，ビデオ会議シ
ステムとして成立しないことは自明である。
　よって，イ号物件では，第２のコンテンツと受信者の識別子を，入力デバ
イスを通じて与えてはいないから，本件発明の構成要件Ｄを充足しない。

（３）受信者の識別子を遠隔サーバーに送らない（構成要件Ｅ）（答弁書第
４ページ第２０行－第５ページ第２３行）
　構成要件Ｅは，「前記無線トランスミッタを通じて，前記ハンドヘルド装
置から空間的に離間した遠隔サーバーに対して第２のコンテンツの表現と少
なくとも単独の受信者の識別子とを送ると共に，」と規定されている。
　前記（２）で述べたとおり，イ号物件において，受信者の識別子に相当す
る情報が入力デバイスを通じて与えられることはない。また，ハングアウト
でビデオ会議が行われる際，イ号物件では，第２のコンテンツに相当する
データを「遠隔サーバー」に相当するＧｏｏｇｌｅサーバーを宛先として送
信するが，この際に，受信者の識別子に相当する情報を送信することはな
い。
　ハングアウトにおいて，ビデオ会議の参加者の情報は，当該ビデオ会議の
セットアップ時に既にＧｏｏｇｌｅサーバーに保存されている。ビデオ会議
の各参加者の端末は，Ｇｏｏｇｌｅサーバーに対して音声・映像のコンテン
ツを送信し，当該コンテンツを受けたＧｏｏｇｌｅサーバーは，保存済みの
参加者の情報を参照して，当該参加者ヘコンテンツを一斉に送信する。
　このように，イ号物件では，第２のコンテンツに相当する情報を送信する
際に，受信者の識別子を遠隔サーバーに送ることはないから，構成要件Ｅを
充足することはない。
　この点につき，請求人は，平成２７年５月１日付け「審尋に対する回答
書」２頁）にて，「送信側が第２のコンテンツの表現を遠隔サーバーへ送る
際に，受信者を特定する識別情報を送る点について，コンピュータによるデ
ジタル情報通信の方法として常識（公知の技術）であり，甲号証には記載は
ない。すなわち，インターネット上の通信手段であるパケット通信において
は，パケットごとに識別情報が付加されて情報・コンテンツ等が送信される
のである。このとき，受信者を特定する識別情報が付加されなければ，受信
者に届かないことはいうまでもない。」と主張している。
　しかし，前述したとおり，ハングアウトを用いたビデオ会議では，当該
Ｇｏｏｇｌｅサーバーにおいて既に受信者の情報が保存されており，操作者
側のイ号物件はＧｏｏｇｌｅサーバーに対して情報を送信すれば足り，イ号
物件から受信者の情報を別途送信する必要は皆無であるから，請求人の主張
は理由がない。

（４）「操作者により決定された前記関係を保って配置された第１のコンテ
ンツ及び第２のコンテンツを表す更なる表現」が送信されない（構成要件
Ｆ）（答弁書第５ページ第２６行－第９ページ第２行）
ア　「前記関係」の意義
　構成要件Ｆは，「この遠隔サーバーが，前記操作者により決定された前記
関係を保って配置された第１のコンテンツ及び第２のコンテンツを表す更な



る表現を前記少なくとも単独の受信者が受信するように，前記更なる表現を
送信させるように構成されているハンドヘルド装置。」と規定されている。
　ここで，「前記関係」とは，構成要件Ｄに記載された「操作者により決定
された関係」を示すものと理解される。そして，構成要件Ｄでは「操作者に
より決定された関係に従って第１のコンテンツの提示に時間的に重なる第２
のコンテンツ」と規定されていることから，構成要件Ｆの「前記関係」と
は，第１のコンテンツと第２のコンテンツとの時間的な重ね合わせに関する
関係を意味するものと，理解される。
イ　イ号物件では，第１のコンテンツと第２のコンテンツとの時間的関係は
維持されない。
　ハングアウトを管理するＧｏｏｇｌｅサーバーは，ある参加者から（映
像・音声の）コンテンツ（第１のコンテンツ）を受信すると，そのまま他の
参加者（受信者）にコンテンツを送信しており，他の参加者から受信される
別のコンテンツ（第２のコンテンツ）に合わせて，当該第１のコンテンツの
送信タイミングを調整していない。
　すなわち，ハングアウトにおいては，Ｇｏｏｇｌｅサーバーと各参加者の
端末との間の伝送遅延に起因して，操作者における第１コンテンツの提示と
第２コンテンツの入力の時間的間隔と，受信者における第１コンテンツと第
２コンテンツの受信との時間的間隔は異なる。
　すなわち，遠隔サーバーが時間Ｔ１において第１のコンテンツ（ユーザ
１，２以外の第三者から入力されたコンテンツ）を，他のユーザであるユー
ザ１（操作者）及び２（受信者）に送信し，ユーザ１，ユーザ２の端末にお
いて，それぞれ時間Ｔ２，Ｔ３に受信され，画面に第１のコンテンツが表示
される。その後，ユーザ１（操作者）において，時間Ｔ４に第２のコンテン
ツを入力すると，当該第２のコンテンツがＧｏｏｇｌｅサーバーに送ら
れ，Ｇｏｏｇｌｅサーバーは時間Ｔ５で第２のコンテンツを受信する。そし
て，Ｇｏｏｇｌｅサーバーは，第２のコンテンツを第２のユーザに送信す
る。当該第２のコンテンツは，時間Ｔ６にて，ユーザ２の端末で受信され
る。
　このように，イ号物件及びＧｏｏｇｌｅサーバーとの伝送遅延により，
ユーザ１における第１及び第２のコンテンツの時間的関係はＴ４とＴ２で定
まるのに対し，ユーザ２における第１及び第２のコンテンツの時間的関係は
Ｔ６とＴ３で定まり，両者は異なる。よって，受信者（ユーザ２）におい
て，第１コンテンツと第２コンテンツの時間的関係が保たれることはない。
　以上述べたとおり，ハングアウトを用いたビデオ会議においては，サー
バーと端末との間の伝送遅延が生じるため，操作者における第１のコンテン
ツ（マリの動画及びボーカル）と第２のコンテンツ（アキラのギター音楽又
は動画）のタイミングやテンポが保たれたまま，受信者に送られることはな
いから，「操作者により決定された関係を保って配置された第１のコンテン
ツ及び第２のコンテンツを表す更なる表現」が受信者に送信されることはな
い。
ウ　ＹｏｕＴｕｂｅに関連した構成について
（省略）
エ　小括
　したがって，イ号物件では「操作者により決定された前記関係を保って配
置された第１のコンテンツ及び第２のコンテンツを表す表現」が送信される
ことはなく，本件発明の構成要件Ｆを充足しない。

（５）イ号物件は遠隔サーバーの動作制御を行っていない（構成要件Ｆ）
（第９ページ第３行－１６行）
　構成要件Ｆは，「この遠隔サーバーが，前記操作者により決定された前記
関係を保って配置された第１のコンテンツ及び第２のコンテンツを表す更な
る表現を前記少なくとも単独の受信者が受信するように，前記更なる表現を
送信させる」との要件が規定されており，当該要件は，ハンドヘルド装置で
はなく遠隔サーバーの動作が規定されていることは，その文言から明らかで
ある。
　しかるに，イ号物件はハンドヘルド装置であって，遠隔サーバーである
Ｇｏｏｇｌｅサーバーの動作制御は行っておらず，Ｇｏｏｇｌｅサーバーに
おいて「前記操作者により決定された前記関係を保って配置された第１のコ
ンテンツ及び第２のコンテンツを表す更なる表現を前記少なくとも単独の受
信者が受信するように，前記更なる表現を送信させる」制御は行っておら



ず，また，請求人もこの点を何ら明らかにしていない。
　よって，かかる観点からも，イ号物件は本件発明の構成要件Ｆを充足して
いないことは明らかである。

第５　対比及び判断
１　各構成要件の充足性について
（１）構成要件Ａについて
ａ．「ハンドヘルド装置」について
　イ号物件のａのｉの「その大きさは高さ２２８．２５ミリメートル，幅
１５３．６８ミリメートル，厚さ７．９５ミリメートル及び重さは４２５グ
ラム又は４３６グラムであり，手にとって使用することが念頭に置かれたハ
ンドヘルド装置」は，構成要件Ａの「ハンドヘルド装置」を充足する。

ｂ．「出力デバイス」について
　本件特許明細書の段落【００２４】には，「ハンドヘルド装置」が備える
ものとして，「可視的ラスター・ディスプレイ・デバイス２４（例えば
ＬＣＤパネル）」と記載されていることから，本件特許発明の「可視的ラス
ター・ディスプレイ」は，ＬＣＤパネル，すなわち，液晶パネルを含むこと
が明らかである。
　よって，イ号物件のａのｉｉの「出力デバイスである液晶パネル，スピー
カ」は，構成要件Ａのうち「操作者へ出力を提示する可視的ラスター・ディ
スプレイを含む少なくとも一つの出力デバイス」を充足する。

ｃ．「入力デバイス」について
　構成要件Ａは，「操作者へ出力を提示する可視的ラスター・ディスプレイ
を含む少なくとも一つの出力デバイスと，操作者から入力を受けるスイッチ
配列を含む少なくとも一つの入力デバイスと」である。ここで，「入力デバ
イス」は「操作者から入力を受けるスイッチ配列を含む」ことが特定される
とともに，「可視的ラスター・ディスプレイを含む少なくとも一つの出力デ
バイス」とは異なるデバイスとして特定されている。
　そして，本件特許明細書においても，段落【００２４】には，「ハンドヘ
ルド装置」が備えるものとして，「入力のためのスイッチ２１の配列」が記
載され，当該「スイッチの配列」について，段落【００４８】には，「この
装置は，スイッチ２１の配列（これは，対応するボタンの配列を押すことに
より起動できる）」と記載され，さらに，図１には，「ハンドヘルド装置」
が，「可視的ラスター・ディスプレイ・デバイス」（２４）とは別に，ス
イッチ２１の配列を有することが見て取れることから，「可視的ラスター・
ディスプレイ」とは別に「スイッチ配列」を有すると解するのが合理的であ
る。
　一方，イ号物件のａのｉｉｉの「液晶パネル兼タッチパネル」において，
入力のための「タッチパネル」は，出力デバイスである「液晶パネル」と兼
用のものであり，「液晶パネル」とは別に存在するものではない。また，
「タッチパネル」自体は，「スイッチ配列」を備えるものでもない。また，
イ号物件のａのｉｉｉの「マイク，ビデオカメラ等」が，「スイッチ配列」
を備えるものではないことは自明である。
　よって，イ号物件のａのｉｉｉの「入力デバイスである液晶パネル兼タッ
チパネル，マイク，ビデオカメラ等」は，構成要件Ａのうち「操作者から入
力を受けるスイッチ配列を含む少なくとも一つの入力デバイス」を充足しな
い。

ｄ．「無線トランスミッタ」について
　イ号物件のａのｉｖの「ＷｉＦｉ及び／または３Ｇ回線／あるいはＬＴＥ
回線等の利用を可能とする無線チップ（無線トランスミッタ）」は，構成要
件Ａの「無線トランスミッタ」を充足する。

ｅ．「処理回路」について
　イ号物件のａのｖの「（これら出力デバイス，前記入力デバイス及び前記
無線トランスミッタの動作を制御する）ＮＶＩＤＩＡ　Ｔｅｇｒａ　Ｋ１　
Ｄｕａｌ　Ｄｅｎｖｅｒと呼ばれるＣＰＵ（処理回路）」は，前記ｃ．で述
べた点を除いて，構成要件Ａのうち「前記少なくとも１つの出力デバイス，



前記少なくとも１つの入力デバイス及び前記無線トランスミッタの動作を制
御する処理回路」を充足する。

　以上（特に，上記ｃ．）から，イ号物件は，構成要件Ａを充足しない。

（２）構成要件Ｂについて
　イ号物件の「ＯＳ及びアプリケーション「ハングアウト」」は，構成要件
Ｃの「プログラム」に相当する。よって，イ号物件の「ＣＰＵで実行可能な
ＯＳ及びアプリケーション「ハングアウト」とを備え」る点は，構成要件Ｂ
のうち「前記処理回路で実行可能なプログラムとを備え」る点を充足する。
　また，イ号物件の「当該ＯＳ及びアプリケーション「ハングアウト」
は，Ｎｅｘｕｓ９を操作者が操作する際に，操作者を支援する各種のアイコ
ンを出力デバイスを通じて表示させ」る点は，構成要件Ｂのうち「そのプロ
グラムは，前記ハンドヘルド装置を操作者が操作する際に，操作者を支援す
るように，その操作に関する情報を前記可視的ラスター・ディスプレイを通
じて表示させ」る点を充足する。

　よって，イ号物件は，構成要件Ｂを充足する。

（３）構成要件Ｃについて
　イ号物件の「Ｇｏｏｇｌｅサーバー」及び「コンテンツ」はそれぞれ，本
件特許発明の「ハンドヘルド装置から空間的に離間した遠隔サーバー」及び
「第１のコンテンツ」に相当する。
　よって，イ号物件の「前記出力デバイスを通じて操作者へ，Ｇｏｏｇｌｅ
サーバーから受信したコンテンツを提示させ」る点は，構成要件Ｃのうち
「前記出力デバイスを通じて操作者へ，（ａ）前記ハンドヘルド装置から空
間的に離間した遠隔サーバー」「から与えられる第１のコンテンツの表現を
提示させ」る点を充足する。
　なお，構成要件Ｃにおいて，「（ａ）前記ハンドヘルド装置から空間的に
離間した遠隔サーバー」と「（ｂ）取り外し可能なメモリ・デバイス」とは
「又は」で接続されているため，当該（ａ）と（ｂ）とのいずれかを充足す
れば足りる。

　よって，イ号物件は，構成要件Ｃを充足する。

（４）構成要件Ｄについて
ａ．「操作者により決定された関係に従って第１のコンテンツの提示に時間
的に重なる第２のコンテンツ…を前記入力デバイスを通じて操作者から受け
取らせ」る点

　イ号物件の「他のコンテンツ」は，構成要件Ｄの「第２のコンテンツ」に
相当する。
　よって，イ号物件の「操作者により決定された関係に従って前記コンテン
ツの提示に時間的に重なる他のコンテンツを前記入力デバイスを通じて操作
者に入力させ」る点は，構成要件Ｄのうち「操作者により決定された関係に
従って第１のコンテンツの提示に時間的に重なる第２のコンテンツ…を前記
入力デバイスを通じて操作者から受け取らせ」る点を充足する。

ｂ．「…第２のコンテンツと…受信者の識別子とを前記入力デバイスを通じ
て受け取らせ」る点
　上記記載が「第２のコンテンツ」と「受信者の識別子」とを一組のデータ
として同時に受け取ることを特定しているものか，それぞれをいずれかのタ
イミングで受け取ることを特定するものであるのかについて，以下検討す
る。
　本件特許明細書には，次の記載がある。
「【００３４】
ステップ１１５において，システムは，選択されたバックグラウンド・
ミュージックの演奏を聴覚出力トランスデューサ２３を通じて提示し，操作
者から聴覚入力トランスデューサ２２を通じて操作者コンテンツを受け取
る。ステップ１１６は操作者がバックグラウンド・ミュージックを聞きなが



ら，例えば歌うことを可能とする。これは操作者に，操作者コンテンツを
バックグラウンド・ミュージックの提示に時間的に重畳させ，この重畳の時
間的関係を制御させることを可能にする。
【００３５】
　ステップ１１５及び１１６は，ステップ１１７が操作者コンテンツの形成
が終了したことを判断するまで繰り返される。次にこの処理はステップ
１０３へ続く。代替的に，方法は，操作者が少なくとも１つの受信者を特定
して，その受信先へ，メッセージと共に，形成したばかりの操作者コンテン
ツを送信することを可能とするステップへ続けてもよい。メッセージを送信
し得る１つの方式を以下に示す。好ましくは，方法は，操作者がメッセージ
を送信することを可能にするステップへ直接に進むならば，一つのステップ
は，操作者がメッセージの送信を断つことを可能にするように与えられる。
【００３６】
　好ましくはサーバー３０は記憶デバイス３０に，操作者コンテンツを含む
が，操作者により選択されたバックグラウンド・ミュージックを含まない
メッセージの表現を記憶する。（以下略）」
「【００４３】
ｅ）送信
　ステップ１４４において，操作者は既に形成されたメッセージを送信する
ように選択される。ステップ１４５において，操作者は少なくとも１つの受
信者を識別する。セルラーフォンを用いる好ましい実施においては，操作者
は電話機上の少なくとも１つのボタンを押して１つの電話番号を特定する
か，操作者によって既に確立されて，サーバー３０により記憶デバイス３３
に記憶された電話番号又はｅメール・アドレスのリストから１つの受信者を
選択することができる。代替的な実施においては，操作者は文字数字を特定
する公知技術に従って電話機上のボタンを押すことによりｅメール・アドレ
スを特定することが可能になる。選択的なステップ１４６は，メッセージに
含めるべき何らかの付加的なメッセージ（例えばメッセージを受信者へ紹介
するテキスト又は視覚的イメージ）を操作者に選択させることを可能とす
る。この処理はステップ １０３へ続く。
【００４４】
　ステップ１４７において，サーバー３０は，メッセージの表現をステップ
１４５において指定された各受信先へ，その各受信先に適宜な送達方法によ
り送信する。（以下略）」

　以上の記載より，本件特許明細書には，操作者コンテンツ（「第２のコン
テンツ」）を聴覚入力トランスデューサ（「入力デバイス」）を通じて操作
者から受け取らせ，
（ａ）好ましくは，メッセージ（操作者コンテンツ）をサーバーに送信して
記憶させ，既に形成されたメッセージ（操作者コンテンツ）を選択して，受
信者の電話番号等（「受信者の識別子」）を電話機上のボタン（「入力デバ
イス」）を通じて操作者から受け取らせ，選択したメッセージを受信者に送
信し
（ｂ）代替的には，操作者が受信者を特定して，その受信先へ操作者コンテ
ンツを送信する，
こと，すなわち，基本的な実施例として，「第２のコンテンツ」を「入力デ
バイス」を通じて操作者から受け取らせて，「第２のコンテンツ」を遠隔
サーバーに送信した後，当該「第２のコンテンツ」の選択と「受信者の識別
子」とを入力デバイスを通じて操作者から受け取らせて，選択された「第２
のコンテンツ」を受信者へ送信することが記載され，代替的な実施例とし
て，「第２のコンテンツ」の入力に続いて「受信者の識別子」を「入力デバ
イス」を通じて操作者から受け取らせて，「第２のコンテンツ」と「受信者
の識別子」とをサーバへ送信することが記載されている。
　以上のことから，構成要件Ｄの「…第２のコンテンツと…受信者の識別子
とを前記入力デバイスを通じて受け取らせ」との記載は，上記の基本的な実
施例と代替的な実施例とを包含するものとして解釈するのが合理的である。
　すなわち，構成要件Ｄの「…第２のコンテンツと…受信者の識別子とを前
記入力デバイスを通じて受け取らせ」との記載は，「第２のコンテンツ」と
「受信者の識別子」とを一組のデータとして同時に受け取らせることを特定
しているのではなく，それぞれをいずれかのタイミングで入力デバイスを通
じて受け取らせる（入力させる）機能を有していれば足りるものと解され



る。
　なお，上記構成要件Ｄの記載において，「第２のコンテンツ」と「受信者
の識別子」とを入力するごとに一組のデータとして複数回受け取らせる（入
力させる）ことまでを具体的に特定しているとはいえないため，「第２のコ
ンテンツ」を入力する際に（入力するごとに），「受信者の識別子」を入力
するもの（上記代替的実施例）に限定して解釈することはできない。
　一方，イ号物件の「ｄ　操作者により決定された関係に従って前記コンテ
ンツの提示に時間的に重なる他のコンテンツを前記入力デバイスを通じて操
作者に入力させ，ｄ’　受信者を特定する識別情報を前記入力デバイスを通
じて操作者に入力させ」からすると，イ号物件は，他のコンテンツと受信者
を特定する識別情報のそれぞれを，入力デバイスを通じて操作者に入力させ
る機能を有している。ここで，イ号物件の「受信者を特定する識別情報」
は，本件特許発明の「受信者の識別子」に相当する。
　よって，イ号物件の「…コンテンツを前記入力デバイスを通じて動作者に
入力させ，受信者を特定する識別情報を前記入力デバイスを通じて操作者に
入力させ」る点は，構成要件Ｄの「…第２のコンテンツと…受信者の識別子
とを前記入力デバイスを通じて受け取らせ」る点を充足する。

　以上から，イ号物件は，構成要件Ｄを充足する。

（５）構成要件Ｅについて
　前記（４）のｂ．で述べたように，本件特許明細書には，基本的な実施例
として，「第２のコンテンツ」を「入力デバイス」を通じて操作者から受け
取らせて，「第２のコンテンツ」を遠隔サーバーに送信した後，当該「第２
のコンテンツ」の選択と「受信者の識別子」とを入力デバイスを通じて操作
者から受け取らせて，選択された「第２のコンテンツ」を受信者へ送信する
ことが記載され，代替的な実施例として，「第２のコンテンツ」の入力に続
いて「受信者の識別子」を「入力デバイス」を通じて操作者から受け取らせ
て，「第２のコンテンツ」と「受信者の識別子」とをサーバへ送信すること
が記載されている。
　よって，構成要件Ｅの「前記無線トランスミッタを通じて，前記ハンドヘ
ルド装置から空間的に離間した遠隔サーバーに対して第２のコンテンツの表
現と少なくとも単独の受信者の識別子とを送ると共に」との記載について
も，上記の基本的な実施例と代替的な実施例とを包含するものとして解釈す
るのが合理的である。
　一方，イ号物件の 「ｅ　前記無線トランスミッタを通じ
て，Ｎｅｘｕｓ９からＧｏｏｇｌｅサーバーに前記他のコンテンツを送信さ
せ，ｅ’　前記無線トランスミッタを通じて，Ｎｅｘｕｓ９から
Ｇｏｏｇｌｅサーバーに前記受信者を特定する識別情報を送信させる」から
すると，イ号物件は，他のコンテンツと受信者を特定する識別情報のそれぞ
れを，無線トランスミッタを通じてＮｅｘｕｓ９からＧｏｏｇｌｅサーバー
に送信させる機能を有している。
　よって，イ号物件の「前記無線トランスミッタを通じて，Ｎｅｘｕｓ９か
らＧｏｏｇｌｅサーバーに前記他のコンテンツを送信させ，前記無線トラン
スミッタを通じて，Ｎｅｘｕｓ９からＧｏｏｇｌｅサーバーに前記受信者を
特定する識別情報を送信させる」ことは，構成要件Ｅの「前記無線トランス
ミッタを通じて，前記ハンドヘルド装置から空間的に離間した遠隔サーバー
に対して第２のコンテンツの表現と少なくとも単独の受信者の識別子とを送
る」を充足する。

　よって，イ号物件は，構成要件Ｅを充足する。

（６）構成要件Ｆについて
ａ．「ハンドヘルド装置」が，「遠隔サーバー」が「更なる表現を送信させ
る」ように「構成されている」点について

　構成要件Ｆの「この遠隔サーバーが，前記操作者により決定された前記関
係を保って配置された第１のコンテンツ及び第２のコンテンツを表す更なる
表現を前記少なくとも単独の受信者が受信するように，前記更なる表現を送
信させるように構成されているハンドヘルド装置」は，「ハンドヘルド装
置」が「遠隔サーバー」に対して「送信させる」ものであり，「ハンドヘル



ド装置」は，「遠隔サーバー」に対し使役（制御）するものであることは明
らかである。
　一方，イ号物件は，各甲号証を参酌しても，入力されたコンテンツをその
まま「Ｇｏｏｇｌｅサーバー」に送信しているにすぎず，第１のコンテンツ
と第２のコンテンツとの時間的な関係に関して，「Ｇｏｏｇｌｅサーバー」
に対して何らかの使役的な制御をしている具体的な証拠は示されていない。
　よって，イ号物件は，構成要件Ｆのうち「ハンドヘルド装置」が，「遠隔
サーバー」が「更なる表現を送信させる」ように「構成されている」点を，
充足しない。

ｂ．「遠隔サーバー」が「前記操作者により決定された前記関係を保って配
置された第１のコンテンツ及び第２のコンテンツを表す更なる表現を前記少
なくとも単独の受信者が受信するように，前記更なる表現を送信」する点に
ついて

　構成要件Ｆのうち「遠隔サーバー」が「前記操作者により決定された前記
関係を保って配置された第１のコンテンツ及び第２のコンテンツを表す更な
る表現を前記少なくとも単独の受信者が受信するように，前記更なる表現を
送信」することは，「遠隔サーバー」の構成を特定する事項であるが，イ号
物件に係る「Ｎｅｘｕｓ９」は，ハンドヘルド装置であって「遠隔サー
バー」ではないから，「遠隔サーバー」の構成を含み得ないことは明らかで
ある。
　また，上記「第３　イ号物件」の項で述べたように，「ハングアウト」
は，複数の者の間で互いの顔画像を見ながら会話（会議等を含む。）を行う
機能を有したアプリケーションであり，互いの顔画像を見ながら会話が成立
するためには，会話に参加している各参加者の顔画像及び音声が，相互に送
受信されるものと解される。よって，「ハングアウト」において，例えば，
参加者がＡ，Ｂ及びＣであると仮定して，参加者Ａが入力した第１のコンテ
ンツは，当該第１のコンテンツがＧｏｏｇｌｅサーバーによって受信された
タイミングに従って参加者Ｂと参加者Ｃとに送信され，参加者Ｂが別途入力
した第２のコンテンツも，当該第２のコンテンツがＧｏｏｇｌｅサーバーに
よって受信されたタイミングに従って参加者Ａと参加者Ｃとに送信されるた
め，参加者Ｃが受信する第１のコンテンツと第２のコンテンツとの時間的な
関係は，参加者Ｂによる第１のコンテンツの受信と第２のコンテンツの入力
との時間的関係とは等しいとはいえないし，等しいことを示す具体的な証拠
も示されていない。

　よって，イ号物件は，構成要件Ｆのうち「遠隔サーバー」が「前記操作者
により決定された前記関係を保って配置された第１のコンテンツ及び第２の
コンテンツを表す更なる表現を前記少なくとも単独の受信者が受信するよう
に，前記更なる表現を送信」する点を，充足しない。

　以上より，イ号物件は，構成要件Ｆを充足しない。

第６　むすび
　以上のとおりであるから，イ号物件（「ハングアウトがプリインストール
されたＮｅｘｕｓ９」（タブレット型コンピュータ））は，本件特許発明の
構成要件Ａ，Ｆを具備しないから，本件特許発明の技術的範囲に属しない。
　よって，結論のとおり判定する。
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